
アーカイブ検討ＷＧでの検討状況について

東日本大震災の発災直後から処理完了までの事象や災害廃棄物処理への取組（国や各自治体・地域ブロック等）を事例として
確実に整理・記録すること。

今後発生が想定される巨大災害に備え、災害廃棄物処理を経験していない地方公共団体の職員等に対して有用な資料として
整理・記録し、情報発信を行うこと。
アーカイブスの作成手法を確立し、その他激甚災害に関しても、継続的に災害廃棄物処理の情報を蓄積していくこと。 等

目的

検討の流れ

②時系列取組表の作成と重点項目の抽出

①優先的に分析する重点地区の抽出

③課題と対応（フロー整理）

④個別課題における詳細整理

東日本大震災における災害廃棄物の処
理上の課題やその課題が生じるに至った
背景（例：発災前の処理計画の未策定や
備蓄の不足などの行政面での律速ポイン
ト）について詳細に整理・分析することで、
今後の災害廃棄物対策に活用可能な情
報の抽出のほか、今後の対策に際し取り
組むべき課題の整理を行う。

資料2-1
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①優先的に分析する重点地区の抽出

出典1：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第150報） 平成26年9月10日（水）14時 消防庁災害対策本部
2：津波による浸水範囲の面積（概略値）について（第5報） 平成23年4月18日 国土地理院
3：東日本大震災における災害廃棄物処理について（避難区域を除く） 平成26年4月25日 環境省廃棄物・リサイクル対策部

東日本大震災では13道県239市町村において災害廃棄物が約2,000万トン、津波堆積物が約1,100万トン発生。
平成26年3月末までに、12道県、231市町村において災害廃棄物等の処理が完了。（※福島県は継続して処理を実施中）
ここでは災害廃棄物等の発生量が特に多い岩手県・宮城県の市町村の中から、優先的に分析する地域として、災害廃棄物
の処理体制や処理方法等の特徴を踏まえ以下の４地区について、時系列取組表を作成。

岩手県宮古地区・・・処理を県へ事務委託。県が仮設焼却炉を設置。

岩手県大船渡市・・・太平洋セメントでの処理を中心とした処理を実施。
宮城県石巻ブロック・・・災害廃棄物の発生量が最大。処理を県へ事務委託。県が仮設焼却炉を設置。
宮城県仙台市・・・政令指定都市。発災直後から地元事業者と連携した処理を実施。市が仮設焼却炉を設置。

宮古地区
(宮古市・岩泉町・田野畑村)

大船渡市 石巻ブロック
(石巻市・東松島市・女川町)

仙台市 出典

人的被害
上段：死亡者数
下段：行方不明者数

500名
（109名）

417名
（79名）

5,269名
（722名）

914名
（30名）

1

住家被害
上段：全壊
下段：半壊

3,169棟
（1,399棟）

2,789棟
（1,148棟）

28,474棟
（18,952棟）

30,034棟
（109,609棟）

1

浸水被害
上段：浸水面積
下段：全体に対する割合

1,200ha
（0.5％）

800ha
（2.5％）

11,300ha
（15.6％）

4,523ha
（5.8％）

2

災害廃棄物量 67万t 62万t 492万t 136万t 3

津波堆積物量 25万t 23万t 302万t 136万t 3

処理体制や処理方法等
の特徴

県へ事務委託
県が仮設焼却炉を設置

太平洋セメントでの
処理を中心とした処
理を実施

県内最大の発生量
県への事務委託
県が仮設焼却炉を設置

政令指定都市
発災直後から地元
事業者と連携
市が仮設焼却炉を
設置

－
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②時系列取組表の作成と重点項目の抽出

情報の入手状況 ◎：概ね入手、○：情報が一部不足、△：情報の入手が困難、※：時間情報なし

大分類 実施項目等
宮古

地区

大船

渡市

仙台

市

石巻

ﾌﾞﾛｯｸ

① 処理の前提条件 平時の廃棄物処理能力、被害状況、事前準備 ○ ○ ◎ ○

② 各種実績 一般廃棄物処理量、がれき処理量、地元経済貢献 ◎ ◎ ◎ ○

③ 災害廃棄物関連業務の体制 基本処理体制、民間事業者との連携、応援、県・市町村間 ○ ◎ ◎ ○

④ 処理計画の策定、見直し 処理計画、発生量推定、推計方法、見直し方法 ◎ ◎ ○ ○

⑤ 運用／運行管理 実施行程、処理量モニタリング、運行管理、搬出入管理 ○※ ◎ ◎ ○

⑥ 渉外：住民への広報等 住民への広報、各種相談・申請窓口、視察対応 ◎ ○※ ◎ △

⑦ 仮置場等施設の設置と解体 名称・定義、仮置選定プロセス、一次／二次集積所ほか ○ ○ ○ ○

⑧ 発注・契約関連 処理業務の発注、施工管理業務の発注、焼却処理施設 ○ △ ○※ ○※

⑨ 財政面の対応 国、自治体内調整・手続など ○※ △ ◎ ○

⑩ 一般廃棄物等（し尿処理他） 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬、仮設トイレ ○※ ◎ ◎ ○※

⑪ 解体/撤去 散乱がれき・被災自動車・家屋等の撤去・解体、公共施設 ○※ △ ◎ ○

⑫ 環境配慮・適正保管・管理 衛生管理、環境への配慮、火災、安全管理、分別指導 ◎ ◎ ◎ ○

⑬ 中間処理 破砕・選別処理、焼却処理 ○ ○ ◎ ○

⑭ 最終処分 埋立最終処分、再生資材の利用、売却 ○※ ○※ ○ ○

⑮ 広域処理 交渉、調整プロセス、品質要求 ○※ ◎ ○ ○

⑯ 製品：津波堆積物 リサイクル方法、要求品質 ◎ ◎ ○ ○

⑰ 製品：混合廃棄物 混合可燃物、混合不燃物 ◎ ◎ ○ ○

⑱ 製品：災害時特有廃棄物 水産物、自動車、船舶、石膏ボードなど ◎ ○ ○ ○
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全国の自治体が聞きたいことリスト

１ 災害廃棄物処理計画について

２ 仮置場の選定について

３ 災害廃棄物の発生量の推計・見直しについて

４ 発災後のし尿の収集・運搬・処理について

５ 発災後に必要と思われる組織・体制・人材等について

６ 一般廃棄物処理施設の減災・早期の再稼働について

７ 仮置場の管理について

８ 仮設トイレについて

９ 災害廃棄物処理実行計画について

１０ 広域処理の実施にかかる判断について

実施事項総括表及び時系列取組表は、災害廃棄物処理に係る詳細情報をできるだけ正確に収集するた
め、幅広い情報を収集。
災害廃棄物処理に関わる関心事は多岐にわたる。

「③課題と対応（フロー整理）、④個別課題に係る詳細整理」については、プライオリティをつけて重点項目
に焦点。

重点項目は東北地方以外の全国の自治体が災害廃棄物対策の検討・取組を進めていくうえで「聞きたい
こと」、東北地方の被災自治体が全国の自治体へ「伝えたいこと」をもとに選定。

環境省では、東北地域以外の主な自治体に対して、
災害廃棄物対策の検討・取組を進めていく上で、東
北地方の被災自治体に質問したい事項いついてア
ンケートを実施。
アンケートは、東北地方を除く北海道、関東、中部、
近畿、中四国、九州の６つのブロック、93の自治体
に対して実施。
重点項目としては、東日本大震災の被災自治体で
問題となった初動体制に係る事項として、特に自治
体の関心が高い、「仮置場」と「し尿」を選定。これら
について課題と対応フローを作成した上で、個別課
題に係る詳細整理を行う。

東北地域以外の全国自治体の災害廃棄物処
理に係る関心事（上位10項目）
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③課題と対応（フロー整理）及び④個別課題に係る詳細整理

時系列取組表をもとに、重点項目について、災害廃棄物の処理上の課題と、その課題に対する国、県、市町村、事業者の
対応についてフローを作成。

物資の不足、処理施設の被災などの個別課題が生じるに至った要因等（例：発災前の処理計画の未策定や備蓄の不足
などの律速ポイント）について詳細を整理。

重点事項１：一次仮置場

方針検討 一次仮置場の選定 整備・供用 現状復旧

具
体
的
な
対
応

2013年12月までに原
状復旧完了

基準値を超過する仮
置場あり

2011年4月、仮置
場が満杯の危機

浸水域内の公有地を活用
不足分は民有地を借用

2011年5月、仮置
場における一次
分別作業の開始

公有地で十分な面積を確
保できる土地
農地は避ける
仮設住宅用地等と重複し
ないように連携
可能な限り遮水シート等
を設置。土壌汚染防止措
置をとる

順次対策工を実施
（掘削除去）

課
題

埋立による一時保管を
実施

2011年6月17日「緊急
的な海洋投入処分に
関する告示」（環境省）

残りの水産廃棄物等は
海洋投棄処分

一時保管したものを掘
削・除去

【課 題】

残渣の臭気や塩分濃度等の
特性により、処理施設での受
け入れが困難で、処分・運送
事業者の選定に時間を要した。

【補 足】

地権者等と特にもめるなどの
問題はなかった。

発災前の処理計画はなく設置場所は想定していなかった
土地は平坦な土地が少なく、確保に難儀

仮置場確保に向け市建設
課の職員が現地調査を実
施

水産廃棄物等の腐敗

2011年3月：岩手県や
水産加工業者と処理方
法等について協議

民有地を借用するにあた
り、建設課主導で動いて
いたことで、地権者交渉
や契約手続きがスムーズ
に行えた

平時の用地補償業務での留意点
を交渉に活かすことができた。

地権者の同意を得た。（口頭で同
意を得た後、書面での同意を得
た。）なお、地元自治会への説明
は実施していない。

2012年12月搬出
終了

2011年7月から本
格的に二次仮置
場への搬出開始

【背 景】

事前に遮水工を行う必要性は
認識しながらも、市・事業者と
も時間的余裕がなかった。

【ポイント】

汚染が災害廃棄物由来であ
ることの立証のためには事前
の土地履歴調査等も必要
か？

現状復旧にあたっての技術的
な事項を国が事前に検討して
おくことが必要か？

【補 足】

分別は太平洋セメントへ
の持込を想定した分別。
搬出先を想定した分別を
行っている。

【ポイント】

収集だけでなく、選別や
処理をする体制を早期に
整えることが重要。

大規模災害時に、仮置場
の候補地の情報提供や
整備・供用にあたっての
協力について、事業者と
事前協定を結んでおくこと
も必要か？

【原 因】
ライフラインの被災

【ポイント】

水産物等の状況について、県
及び市町村も事前に把握して
おくことが必要か？

【課 題】
被災した6,000本超の被災消火
器が発生。保管場所が課題に
も。事業所倉庫を借用して保管。
その他、化学物質なども発生。
保管場所にて廃棄物の種別の
分析を行った上で、県内外の
施設で保管。

【ポイント】
処理困難物等の状況について、
県及び市町村も事前に把握し
ておくことが必要か？

消臭、害虫モニタリング
及び殺虫を実施

【理 由】

周辺住民からの苦情や
要請。

国・県の動き

【補 足】

仮置場における火災は確認
されていない。

行政プロセスの律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速

グッドプラクティス
グッドプラクティス

2013年6月27日「仮置場の
返却に伴う原状復旧に係
る土壌汚染確認のための
技術的事項について」（環
境省）

2013年7月「災害廃棄物仮
置場の返還に係る土壌調
査要領」（岩手県）

2011年5月16日、「東日本
大震災に係る災害廃棄物
の処理指針（マスタープラ
ン）」（環境省）

【補足】
学校以外は民有地

【理 由】
水産加工業者で処理ができない。
一部事務組合では処理ができない。
焼却施設がなく、焼却処分は不可。

行政プロセスの律速

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

【補 足】
2011年4月末時点で
15haの仮置場（11箇
所）
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【方針検討、一次仮置場の選定】
●仮置場候補地の事前リストアップ、発災後に仮置場が不足する場合の対応の重要性
発災前の処理計画はなく、仮置場の設置場所を想定していなかった。発災前の候補地の事前リスト
アップが重要。候補地のリストアップは全国自治体の共通の課題。発災後は仮置場が不足する場合
にどう対応するかが重要。
上記の事例では、選定にあたり、民有地を仮置場として選定しているが、借用するにあたっての交渉
がポイント。平時の業務の経験が活かされている。公有地・民有地を問わず、借用にあたっては関
係者の役割や手続き方法等を事前に決めておくことが重要か？

【整備・供用、現状復旧】
● 事業者との事前協定の必要性
災害廃棄物の収集だけでなく、選別や処理をする体制を早期に整えることが重要。大規模災害に備
え、災害廃棄物処理に関する事項についても事業者と事前協定を締結しておく必要があるか？
（例：仙台市では発災後すぐに支援要請に基づき、仙台建設業協会が搬入場隊を組織し、仮置場の
整備に着手。）

● 水産廃棄物・処理困難物等の状況把握の重要性
国、県、市町村、事業者とも水産廃棄物等の処理方法を事前に決めていなかった（発災後、国にお
いて対応済）。県、市、水産加工業者で協議を行った結果、緊急的に埋立を実施。埋立後は悪臭な
どが発生したこともあり、周辺住民から苦情が発生。今後は大規模災害に備え、水産廃棄物等の処
理方針を事前に国が検討しておく必要があるか？
また水産廃棄物等の腐敗性廃棄物や処理困難物等の状況について、県及び市町村が事前に把握
しておく必要があるか？そのためには平時に取り扱っている関係各課との連携が重要。

●仮置場の現状復旧を見据えた初動対応の重要性
上記の事例では、一次仮置場に可能な限り遮水シートを設置して土壌汚染防止措置をとる方針を立
てたが、汚染が確認された一次仮置場も。仮置場を設置する際は最終的な現状復旧も見据え、遮水
シートの設置が重要（発災後、国では災害廃棄物対策指針へ記載）。また汚染が災害廃棄物由来で
あることの立証のためには事前の土地履歴調査等が必要か？現状復旧にあたっての技術的な事
項を国が事前に検討しておくことが必要か？

大船渡市の事例における個別課題の発生要因等（例）
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③課題と対応（フロー整理）及び④個別課題に係る詳細整理

施設等の被災 仮設トイレの手配・設置 し尿の収集・運搬 し尿の処理

具
体
的
な
対
応

課
題

仮設トイレの不足し尿収集、運搬委託するバ
キューム車の大半が流出
処理施設が被災

3月18日、岩手県や銀河
連邦友好都市から提供さ
れた仮設トイレを避難所
などに設置

バキューム車の不足

3月18日、岩手県環境整
備事業協同組合の支援
によりバキューム車が３
台配置され、被災を免れ
た２台とともに一般家庭
のし尿の汲み取りを再開

処理施設が被災
施設の利用不可

3月21日、岩手県内陸部のし
尿処理施設に運搬して処理
を開始

中継作戦の実施（小型バキ
ューム車→中間貯蔵→大型
バキューム車）

県保健所と協議し、緊急
的に埋設処理

仮設トイレについては支
援物資の一環として岩手
県へ要望

3月13日、緊急的に浄化
槽清掃業者（市内）にし
尿の汲み取りへの協力
を依頼（２台）

岩手県と今後の対応を協議

3月14日、避難所のし尿
の汲み取り開始

【補 足】

空間上の制限のため、大型車が進入
できなかったため、小型車を用いて中
継作戦。

【背 景】

産業廃棄物協会や建設業協会
以外で災害協定の締結はなかっ
た。

【エピソード】

県と被災地の要望の伝達に苦
労し、伝言ゲームとなった地域
もあった。

【補 足】

マンホールトイレは現実的に
は使えなかった。

【背 景】
発災前に備蓄はなかった。

【補 足】
その他消毒液なども必要。

発生事象としての律速 発生事象としての律速

行政プロセスの律速

行政プロセスの律速

発生事象としての律速 発生事象としての律速

行政プロセスの律速

発生事象としての律速

グッドプラクティス

グッドプラクティス

グッドプラクティス

【ポイント】

遠方の他自治体や関係事業
者団体と事前に協定を締結し
ておくことが必要か？

ポイント

【ポイント】

高台への配備等の減災対策や平時
からの事業者等との連携を強化（協
定等）しておくことが必要か？

ポイント

【ポイント】

被災側・支援側の体制を事前に決め
ておく（ルール化）ことが必要か？

ポイント
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重点事項２：し尿



仮設トイレの備蓄 仮設トイレの手配・設置 し尿の収集・運搬 し尿の処理

宮古市 発災前に事前の備蓄が
あったが不足
緊急的に埋設

市内リース業者へ手配
国交省の支援物資として確
保

道路が被災し通行が不可
（※収集運搬業者の被災は
少ない。）

処理施設に被害はなかっ
たが、1週間搬入なし

大船渡市 発災前に事前の備蓄はな
かった
緊急的に埋設

支援物資の一貫として岩手
県へ要望。友好都市等から
支援。

バキューム車を事業者へ
協力依頼

処理施設が被災。岩手県
との協議の結果、内陸部
へ運搬して処理

石巻市 発災前に仮設トイレの備蓄
はなかった

リース会社の在庫不足。全
国都市清掃会議を通じてレ
ンタル会社から借り入れ

石巻環境保全組合へ協定
に基づきし尿等の汲み取り
を依頼

処理施設が被災。石巻地
区行政事務組合として宮
城県登米市、栗原市に依
頼

仙台市 発災前から指定避難所に
各5基の仮設トイレを備蓄

要請を受け、指定避難所以
外の避難所にレンタルトイ
レを確保して設置

20大都市災害時相互応援
協定に基づき、他の政令市
に応援を要請

処理施設が被災。中間貯
留層に一時貯留し、下水
道終末処理場で処理。そ
の後、仮設処理施設を設
置し処理

協定

事前の備え

協定
事前の備え

（参考）し尿に係る各地域の状況一覧

【仮設トイレの備蓄、仮設トイレの設置】
●事前の備えの重要性、仮設トイレが不足する場合の対応

当然ながら事前の備蓄は重要である。しかしながら、発災後に不足する場合は他自治体や関係事業者団体等から
の迅速な支援が重要である。遠方の他自治体や関係事業者団体と事前に協定を締結しておく必要があるか？

【し尿の収集・運搬、処理】
●減災対策の重要性、資材や施設が被災した場合の対応

バキューム車の不足は大半が流出したことが原因。高台への配備等の減災対策や平時からの事業者等との連携を
強化（協定等）しておくことが必要か？

岩手県との協議を早期に行ったため迅速な処理が実現。処理施設等の被災した場合に備え、被災側・支援側の体制
を事前に決めておく（ルール化）ことが必要か？

大船渡市の事例における個別課題の発生要因等（例）
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